
   久喜市市民活動推進補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 久喜市市民活動推進補助金交付要綱（平成２２年久喜市告示第１８２号）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「、久喜市市民活動推進基金及び久喜市福祉基金を活用し」を削る。 

 第２条第１項中第４号を削り、同条第２項に次の１号を加える。 

 （３） 久喜市暴力団排除条例（平成２５年久喜市条例第１６号）第２条第１

号に規定する団体 

 第３条第１項中「補助金を交付する年度と同年度に実施する」を削り、同条第 

３項第１号中「久喜市市民活動推進基金」の次に「及び久喜市場外発売場環境整 

備基金」を加える。 

 第４条に次の１号を加える。 

 （５） その他市長が適当でないと認める経費 

 第６条第１項中「年１回」を削る。 

 第７条第２項を次のように改める。 

２ 委員会は、前項の規定により市長から意見を求められたときは、次の各号に 

掲げる応募事業の区分に応じ、当該各号の審査方法により審査し、速やかにそ 

の結果を市長に報告するものとする。 

（１） 第４条に規定する補助対象経費が５０万円以下の応募事業 書類審査 

（２） 前号以外の応募事業 書類及び公開プレゼンテーションによる審査

（以下「企画提案会」という。） 

第７条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を

加える。 

３ 前項第２号に規定する応募事業を実施しようとする応募団体は、企画提案会

において、事業内容、事業実施に伴う効果その他必要な事項を説明するものと

する。 

 第８条中「前条第３項」を「前条第４項」に改める。 



 別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

補助区分 初期的補助 発展的補助 

対象事業 これから活動を始める、又は

始めたばかりの団体が、その

活動を軌道にのせるための事

業 

既に活動を行っている団体が、

これまで行ってきた活動の拡充

を図る事業又は新たに展開する

事業 

団体の条件 国又は地方公共団体等から補

助を受けたことのない団体 

― 

補助率 １０分の１０以内 １回目 １０分の１０以内 

２回目 １０分の９以内 

３回目 １０分の８以内 

４回目 １０分の７以内 

５回目 １０分の５以内 

補助金額の上限 １００，０００円 １，０００，０００円 

交付回数の制限 １団体１回まで １団体５回まで 

 備考 

１ 補助金の交付対象となる謝礼の総額は、総事業費の１０分の５以内とす

る。 

２ 発展的補助における補助金の交付対象となる備品購入費の総額は、総事

業費の１０分の２以内とする。 

３ 備品購入に係る補助率については、２分の１以内とする。 

４ 事業収入がある場合は、補助対象経費から事業収入を控除した額に上表

の補助率を乗じて算出した額を補助金額とする。 

様式第１号を次のように改める。 

 



様式第１号（第６条関係） 

市民活動推進補助金事業企画書 

年  月  日  

 

 久喜市長    あて 

 

住   所 

団 体 名 

代表者氏名           

 

 次のとおり事業を企画したので、関係書類を添えて提出します。 

団体の概要  別添「市民活動団体概要書（様式第２号）」のとおり 

事業の名称 

 

 

 

補助の財源 
①市民活動推進基金・場外販売場環境整備基金 

②福祉基金  （いずれかを○で囲んで下さい。） 

補助の区分 初期的補助・発展的補助（どちらかを○で囲んで下さい。） 

事業の概要  別添「事業計画書（様式第３号）」のとおり 

実施予定期間 
     年  月  日 から 

     年  月  日 まで 

補助金交付申請 

予定額 
              円 

事業経費の配分及

び経費の使用方法 
 別添「事業収支予算書（様式第４号）」のとおり 

備考 この企画書には、定款又は規約、会則その他これらに準ずる書類を添付してく

ださい。 



  附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に、この告示による改正前の久喜市市民活動推進補助

金交付要綱第９条第１項の規定により交付決定の通知をした補助金については、

同要綱第１３条の規定は、同日後もなおその効力を有する。 

 （久喜市地域提案型活動事業補助金交付要綱の廃止） 

３ 久喜市地域提案型活動事業補助金交付要綱（平成３１年久喜市告示第９９

号）は、廃止する。 

 （久喜市地域提案型活動事業補助金交付要綱廃止に伴う経過措置） 

４ この告示の施行の日前に、前項の規定による廃止前の久喜市地域提案型活動

事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定により交付決定の通知をした補助金

については、同要綱第１５条、第１７条及び第１８条の規定は、同日後もなお

その効力を有する。 
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